
神奈川区福祉保健活動拠点利用団体の皆さま （R5 年５月８日） 

各室利用人数について５月８日より下記のように変更します。 
 

●多目的研修室:６０名 ●団体交流室:３０名迄（専有スペースは１６人） 
●対面朗読室:８名程度 ●点字製作室:５名程度 ●録音室:２名 
 
① 2F 団体交流室前には、消毒セットを設置します。 

なお、各室ご利用の団体には、ご希望に応じ消毒セットを貸出します。 
※ご利用は任意となります。 

② 1F 窓口、2F 団体交流室前入口の非接触体温計や消毒液は引き続き設置しま
す。 

③ マスク着用は任意となります。 
④ 食事を伴う活動については、事前にご相談ください。（飲み物は可） 
⑤ 卓上アクリル板については各部屋に置いていますので必要な方はご利用ください。 
⑥ ホワイトボード用のマーカー、イレーサーは貸出しとなります。 

貸出しをご希望の方は窓口にお申し出ください。 
⑦ 多目的研修室は 60 人定員の一部屋のみとし、分割しての利用はできません。 
⑧ レイアウト復帰、掃除を含めて 10 分前までに終了いただくようご協力ください。 

（午前:11 時 50 分まで、午後:16 時 50 分まで、夜間:20 時 50 分まで） 
 

 

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 




